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市議案第２号 

   令和６年度豊中市一般会計補正予算第１０号 

 

 令和６年度豊中市一般会計の補正予算第１０号は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,446,132 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 203,102,913 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表繰越明許費補正」による。 

 

 

  令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹   
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第  

9

1 市 民

歳

税 35,253,13

 

5 248,000 35

出

,501,135

 

2 固 定 資 産

予

税 26,417,05

 

5 246,385 26

算

,663,440

 

6 都 市 計 画

補

税 6,173,994

１  

75,000 6,24

正

8,994

　

2 地 方 譲 与 税 2,

　

393,270 3,0

歳

04 2,396,27

　

4

3 森

入

林 環 境 譲 与 税 43,270 3,004 46,274

11 地 方 交 付 税 11,

 

600,000 1,415,201 13,015,201

1 地 方 交 付 税 11,600,000 1,415,201 13,015,201

13 分担金及び負担金 1,557,421 2,183 1

表

,559,604

1 負 担 金 1

 

,557,421 2,

(

183 1,559,6

単

04

1

位

5 国 庫 支 出 金 48,6

　

64,182 921,

千

530 49,585,

円

712

)

1 国 庫 負 担 金 35,5

　

款

07,027 874,

項

487 36,381,

補

514

正

2 国 庫 補 助 金 12,9

前

26,583 47,0

の

43 12,973,6

額

26

1

補

6 府 支 出 金 14,25

 

8,389 346,3

正

35 14,604,7

　

 

24

1

額

府 負 担 金 10,568

計

,203 340,474 10,908,677

2 府 補 助 金 3,009,008 5,861 3,014,869

17 財 産 収 入 579,074 △77,

歳

1

412 501,662

市

2 財 産

税

売 払 収 入 439,52

7

7 △77,412 36

2

2,115

,

18 寄 附 金 561

1

,410 108,27

2

0 669,680

6

1 寄 附 金 5

,

61,410 108,

 

5

270 669,680

4

19 繰

8

入 金 9,013,09

5

4 △69,935 8,

6

943,159

9

2 基 金 繰 入 金

,

8,469,602 △

3

69,935 8,39

8

9,667

5

20 繰 越 金 1,0

入

7

58,187 4,61

2

9,377 5,677

,

,564

6

1 繰 越 金 1,058

9

,187 4,619,

5

377 5,677,5

,

64

2

9

1 諸 収 入 5,067,

3

300 2,412,1

3

99 7,479,49

3



05 9,801,425

1 市 債 10,605,430 △804,005 9,801,425

 

歳 入 合 計 1

(

93,656,781

単

9,446,132 2

位

03,102,913

　

　　歳　出

千円

 (単位　千円)

款 項

)

補正前の額 補 正 額

款

計

1 議

項

会 費 664,461 3

補

80 664,841

正

1 議 会 費

前

664,461 380

の

664,841

額

2 総 務 費 22

補

,806,996 1,

 

295,896 24,

正

102,892

 

1 総 務 管 理 費

額

20,053,312

計

1,294,441 21,347,753

2 徴 税 費 1,536,435 550 1,536,985

3 戸籍住民基本台帳費 852,157 565 85

6

2,722

雑

4 選 挙 費 246,

入

198 300 246,

4

498

,

5 統 計 調 査 費 41,3

4

49 40 41,389

1

3 民 生

1

費 103,465,0

,

39 1,680,34

0

6 105,145,3

2

85

1

2

社 会 福 祉 費 24,21

2

1,006 592,1

,

18 24,803,1

4

24

2

1

児 童 福 祉 費 42,52

2

9,468 844,6

,

87 43,374,1

1

55

3

9

生 活 保 護 費 19,17

9

3,296 243,3

6

41 19,416,6

,

37

5

8

国 民 年 金 費 70,50

2

7 200 70,707

3

4 衛 生

,

費 13,696,14

2

2 6,631 13,7

2

02,773

1

1 保 健 衛 生 費 9,142,219 4,591 9,146,810

2 清 掃 費 4,553,923 2,040 4,555,963

5 労 働 費 265

2

,958 680 266

2

,638

市

1 労 働 諸 費 265,

債

958 680 266,

1

638

0,605,430 △804,0
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8 土 木 費 11,865,213 △155,691 11,709,522

1 土 木 管

 

理 費 485,695 1

(

9,929 505,6

単

24

2

位

建 築 管 理 費 509,4

　

28 1,220 510

千

,648

円

3 道 路 橋 梁 費 3,7

)

82,981 △97,

款

277 3,685,7

項

04

4

補

水 利 費 468,709

正

△30,970 437

前

,739

の

6 都 市 計 画 費 2,6

額

92,566 △13,

補

533 2,679,0

 

33

7

正

住 宅 費 863,667

 

△35,060 828

額

,607

計

9 消 防 費 6,489,805 127,411 6,617,216

1 消 防 費 6,489,805 127,411 6,617,216

10 教 育 費 22

7

,472,263 △6

商

9,313 22,40

工

2,950

費

1 教 育 総 務 費 6,

1

650,459 △54

,

,950 6,595,

2

509

8

2 小 学 校 費 7,748

4

,682 △9,654

,

7,739,028

4

3 中 学 校

4

費 4,182,647

4

△5,489 4,17

2

7,158

2

4 社 会 教 育 費 3,

0

890,475 780

1

3,891,255

,

12 諸 支

2

出 金 1,230,37

8

8 6,559,572

4

7,789,950

,

1 財政調

6

整基金積立金 1,22

6

6,424 5,982

4

,899 7,209,323

2 減 債 基 金 積 立 金 3,954 576,673 580,627

歳 出 合 計 193,656,781 9,446,132 20

1

3,102,913

商 工 費 1,284,444 220 1,284,664

5



第 ２ 表 地 方 債 補 正  

 

起債の目的 
限度額 

起債の方法 利率 
償還の方法 

補 正 前 補 正 後 償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

人権平和センター 

事 業 

 

千円 

 

１５，８００ 

千円 

 

１，７００ 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

市財政の都合に

より据置期間およ

び償還期限を短縮

し、もしくは繰上償

還又は低利に借換

えすることができる

ものとし、借入先の

融通条件があると

きはこれに従うこと

ができる。 

 

 

公立こども園事業 

 

７，３００ 

 

６，４００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

臨時財政対策債 

 

 

１，６８５，０００ 

 

８９５，９９５ 

 

同 上 

 

下記(１)の

とおり 

 

 

２０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

（１） ３．０％（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） 
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第 ３ 表 繰 越 明 許 費 補 正 

                                  （単位 千円） 

款 項 補正前の額 事     業     名 金 額 

 

総務費 

 

総務管理費 

 

0 

 

庁舎整備事業              106,350 

（本庁舎整備事業） 

 

文化施設整備事業       54,120 

（文化芸術センター施設整備事業） 

 

空港周辺地域整備事業    296,152 

（原田緑地整備事業） 

 

456,622 

 

民生費 

 

 

 

社会福祉費 

 

0 

 

社会福祉対策事業      400,445 

（住民税非課税世帯への給付金） 

（非課税子育て世帯への加算給付金） 

 

400,445 

 

児童福祉費 

 

0 

 

公立こども園整備事業    765,005 

（公立こども園整備事業） 

 

765,005 

 

土木費 

 

土木管理費 

 

0 

 

公共用地先行取得事業費繰出金事業  35,324 

（公共用地先行取得事業費繰出金） 

 

35,324 

 

消防費 

 

消 防 費 

 

0 

 

災害対策事業           108,886 

（備蓄物資整備・管理事業） 

 

防災無線整備事業      189,748 

（防災無線整備事業） 

 

298,634 

 

教育費 

 

教育総務費 

 

 

 

0 

 

小中一貫校整備事業       2,145,176 

（(仮称)南校整備事業） 

 

 

2,145,176 
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市議案第３号 

   令和６年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第２号 

 

令和６年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計の補正予算第２号は、

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

（繰越明許費） 

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第３表繰越明許費」による。 

 

 

  令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹   
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第  

1 繰 入 金 307,0

歳

42 19,324 32

 

6,366

出

3 市 債 614,2

 

00 △19,324 5

予

94,876

 

1 市 債 614,

算

200 △19,324

 

594,876

補

歳 入 合 計 1,

１  

497,632 0 1,

正

497,632

　　歳　入

 表

 (単位　千円)

　

款 項 補正前の額 補 正

　

 額 計

歳

2 繰 入 金 527,88

 

4 19,324 547

入

,208
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第 ２ 表 地 方 債 補 正  

 

起債の目的 
限度額 

起債の方法 利率 
償還の方法 

補 正 前 補 正 後 償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

公 共 用 地 

先 行 取 得 事 業 

 

千円 

 

６１４，２００ 

千円 

 

５９４，８７６ 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

１０ 

年以内 

 

１０ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

市財政の都合に

より据置期間およ

び償還期限を短縮

し、もしくは繰上償

還又は低利に借換

えすることができる

ものとし、借入先の

融通条件があると

きはこれに従うこと

ができる。 
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第 ３ 表 繰 越 明 許 費 

                                  （単位 千円） 

款 項 事     業     名 金   額 

 

公 共 用 地 

先行取得費 

 

 

公 共 用 地 

先行取得費 

 

 

公共用地先行取得事業 

（公共用地先行取得事業（基盤整備課）） 

 

 

35,324 
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市議案第４号 

   令和６年度豊中市財産区特別会計補正予算第１号 

 

 令和６年度豊中市財産区特別会計の補正予算第１号は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 491,351 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 971,052 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹   
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第  

2 財 産 売 払 収 入

歳

309,649 491

 

,351 801,00

出

0

歳 入

 

合 計 479,701 4

予

91,351 971,

 

052

　　歳　出

算 

 (単位　千円

補

)

款 項 補正前の額 補 

１  

正 額 計

正

1 財 産 費 479,7

　

01 491,351 9

　

71,052

歳

1 財 産 費 479

　

,701 491,35

入

1 971,052

歳 出 合 計 479,701 491,351 971,052

 表

 (単位　千円)

　

款 項 補正前の額 補 正

　

 額 計

歳

2 財 産 収 入 325,0

 

39 491,351 8

入

16,390
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市議案第５号 

令和６年度豊中市病院事業会計補正予算第４号 

 

（総 則） 

第１条 令和６年度豊中市病院事業会計の補正予算第４号は、次に定めるところに 

よる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和６年度豊中市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収   入 

（ 科 目 ）    （補正前の額）   （補正額）   （ 計 ） 

第１款 病院事業収益   23,640,200 千円   △12,000 千円   23,628,200 千円 

 第２項 医業外収益    1,959,676 千円   △12,000 千円     1,947,676 千円 

 

支   出 

（ 科 目 ）    （補正前の額）   （補正額）   （ 計 ） 

第１款 病院事業費用   23,734,435 千円   352,624 千円  24,087,059 千円 

 第１項 医 業 費 用   23,574,698 千円   352,624 千円   23,927,322 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，

１９１，６３１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９１，７９

７千円及び過年度分損益勘定留保資金１，０９９，８３４千円で補てんするものとす

る。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１９１，６３１千円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８５，２５３千円及び過年度分損益

勘定留保資金１，１０６，３７８千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

収    入 

（ 科 目 ）   （補正前の額）    （補正額）   （ 計 ） 

第１款 資本的収入    1,848,678 千円    △48,000 千円  1,800,678 千円 

 第１項 企 業 債    807,700 千円    △60,000 千円     747,700 千円 

第７項 受託研究費           0 千円      12,000 千円      12,000 千円 
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支   出 

（ 科 目 ）    （補正前の額）    （補正額）   （ 計 ） 

第１款 資本的支出    3,040,309 千円     △48,000 千円  2,992,309 千円 

 第１項 建設改良費   1,009,768 千円      △60,000 千円    949,768 千円 

第２項 投   資     303,001 千円        12,000 千円     315,001 千円 

 

（企業債） 

第４条 予算第６条に定めた企業債のうち、施設改良事業の項を次のように補正する。 

起 債 

の 

目 的 

限度額 

起 債 

の 

方 法 

利率 

償  還  の  方  法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

施設改良事業 

千円 

 

335,700 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

%以内 

 

3.0 

 

 

年以内 

 

15 

 

 

年以内 

 

3 

 

 

年 賦 又 は 半

年賦、元金均

等 又 は 元 利

均等、その他 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限を短縮し、も

し く は 繰 上 償

還 又 は 低 利 に

借 換 え す る こ

と が で き る も

のとし、借入先

の 融 通 条 件 が

あ る と き は こ

れ に 従 う こ と

ができる。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた職員給与費を次のように改める。 

（１）職 員 給 与 費        １１，４３７，９８９千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第６条 予算第１０条中「６，４７０，０００千円」を「６，７４０，０００千円」

に改める。 

 

 

令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

豊中市長 長 内 繁 樹 
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市議案第６号 

令和６年度豊中市水道事業会計補正予算第３号 

 

（総  則） 

第１条  令和６年度豊中市水道事業会計の補正予算第３号は、次に定める

ところによる。 

 

（収益的収入） 

第２条  令和６年度豊中市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条に定めた収益的収入の予定額を、次のとおり補正する。 

 

収                 入 

 

（  科  目  ）   （補正前の額）  （補正額）  （   計   ） 

第１款  水 道 事 業 収 益  8,171,745千円  2,961千円  8,174,706千円 

第２項  営 業 外 収 益  434,307千円  2,961千円   437,268千円 

 

（資本的支出） 

第３条 予算第４条中「不足する額２，２６７，１５３千円」を「不足す 

る 額 ２ ， ２ ７ ２ ， ３ １ １ 千 円 」 に 、 「 繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額 

２３７，７３２千円」を「繰越利益剰余金処分額２４２，８９０ 

千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

支                 出 

（  科  目  ）   （補正前の額）  （補正額）  （   計   ） 

  第１款  資本的支出      4,725,132千円  5,158千円   4,730,290千円 

    第２項  企業債償還金   1,828,488千円  5,158千円  1,833,646千円 

 

（他会計からの補助金） 

第４条  予算第１０条に定めため一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額を「３１１，６６３千円」から「３１４，６２４千円」に改める。 

 

（利益剰余金の処分） 

第５条 予算第１１条に定めた「繰越利益剰余金のうち２３７，７３２千
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円」を「繰越利益剰余金のうち２４２，８９０千円」に改め、減債積

立金を次のとおり補正する。 

（１）減債積立金                ２４２，８９０千円 

 

 

令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

 

                    豊中市長  長 内 繁 樹  
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市議案第７号 

令和６年度豊中市公共下水道事業会計補正予算第３号 

 

（総  則） 

第１条  令和６年度豊中市公共下水道事業会計の補正予算第３号は、次に

定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 令和６年度豊中市公共下水道事業会計予算（以下「予算」とい

う。）第２条に定めた業務の予定量のうち主要な建設改良事業を、次

のとおり補正する。 

（４）主要な建設改良事業 

             （補正前の額）  （補 正 額）  （   計   ） 

   管 渠 築 造 事 業 3,206,567 千円 △2,500 千円 3,204,067 千円 

 

（資本的支出） 

第３条 予算第４条中「不足する額３，２８４，００６千円」を「不足す 

る 額 ３ ， ２ ８ １ ， ５ ０ ６ 千 円 」 に 、 「 繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額

５ ０ ０ ， ６ ５ ４ 千 円 」 を 「 繰 越 利 益 剰 余 金 処 分 額  

４９８，１５４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。   

 

支                 出 

 

（  科  目  ）   （補正前の額）  （補正額）  （   計   ） 

  第１款  資本的支出     6,209,700千円 △2,500千円  6,207,200千円 

    第１項  建設改良費    4,336,545千円 △2,500千円  4,334,045千円 

 

 

（利益剰余金の処分） 

第４条 予算第１１条に定めた「繰越利益剰余金のうち５００，６５４千

円」を「繰越利益剰余金のうち４９８，１５４千円」に改め、減債積

立金を次のとおり補正する。 
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（１）減債積立金                ４９８，１５４千円 

 

 

令和７年（２０２５年）２月２１日提出 

 

 

                                豊中市長  長 内 繁 樹 

19




